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１．議場への現物の持ち込みについて

２．その他

明神委員長 ただいまから、議会運営委員会を開く。

本日は、一問一答における議場への現物の持込みについて御協議願うため、急遽

お集まりいただいた。

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。
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まず、一問一答の際の議場への現物の持込みについてである。

まず、公明党から御説明願う。

本来であるならば、通常の議運でお諮りをするところだが、時間的な面もあり急

遽このような形で開催をしていただき誠にありがとうございました。

明日９日の一問一答の質問の際に、会派の西森雅和議員から塩を持ち込みたいと

いうことで、これが塩であるという説明をするそうなので、議運の皆さんの御了解

をいただきたいということでお願いをしたい。よろしくお願いする。

ただいま、公明党の黒岩副委員長から、同じ会派である西森雅和議員が質問に際

し、議場に現物、袋に入った塩を持ち込むことを許可願いたい旨の申出があった。

この件について、いかがしようか。

（な し）

それでは、西森雅和議員が議場へ現物を持ち込むことを許可するということで、

御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

なお、先ほど黒岩副委員長からも話があったが、一問一答の質問は明日であるの

で、この件について各会派の皆さんに周知していただくようお願いする。
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次に、その他で、何かないか。

（な し）

それでは、本日の協議事項は以上である。

次回の議運は、特別の事情がなければ、３月10日木曜日午前９時から開催するこ

とする。

協議事項は、議案の付託等についてである。

以上で、本日の議会運営委員会を終わる。


